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研究成果の概要（和文）：本研究は、近世前期（17 世紀～18 世紀前期）に中国のテクストの翻

訳・翻案を通じて出現した一連の裁判小説の中に、中国の種本にも前後の時代の日本の文芸に

も見られない民事裁判への強い関心が現れることの理由を、これらを生み出した当時の上方都

市の社会構造の中に探ることを試みた。その結果、町人の地縁的・自治的共同体である「町」

が民事裁判と深く結び付いており、この両者を支える意識の形成に付合の文芸である連句が関

わっているのではないか、という見通しを得た。

研究成果の概要（英文）：This study focuses on a series of court stories which were mostly adapted
from Chinese originals and became popular among townspeople in the Kamigata district in the early
Edo period. Its aim is to clarify the reason why keen interest in civil trials---which had not been
expressed in Chinese originals nor earlier Japanese literature---suddenly appeared, by analyzing the
social structure of the Kamigata district. As a result of the analysis, it has been discovered that small
local communities called ‘Cho’ in that district were profoundly related to civil trials. Also, the high
awareness of the functions of ‘Cho’ and civil trials was developed by composing linked verse, which
enjoyed a boom among common people at that time.

交付決定額

（金額単位：円）

直接経費 間接経費 合 計

２００９年度 1,100,000 330,000 1,430,000

２０１０年度 1,200,000 360,000 1,560,000

２０１１年度 800,000 240,000 1,040,000

年度

年度

総 計 3,100,000 930,000 4,030,000

研究分野：社会科学
科研費の分科・細目：法学・基礎法学
キーワード：民事裁判、近世前期、社会構造、町、裁判小説、町触、上方、連句

１．研究開始当初の背景

日本法制史を専攻する研究代表者は、法を
支える社会構造と文学の関係に強い関心を
抱き、単著『平安朝の漢詩と「法」 文人貴
族の貴族制構想の成立と挫折』（東京大学出
版会、2005）の形に結実した研究を皮切りに、

主として古代日本を対象に研究を続けてい
たが、その中で、当時の文化全般に多大な影
響を与えた中国についていっそう知見を深
める必要性を痛感するようになった。

そこで、2005 年度に、説話文学の分析から
社会構造を解明する研究を行っている中国
学の大家 Glen Dudbridge 氏（英国 Oxford 大学
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名誉教授）を訪ね、その下で日中の文学史料
の比較分析を手掛りにして双方の社会構造
を解明する研究に従事したが、この過程で、
平安期のみならず近世日本の文芸にも中国
の文芸の強い影響が見られることを発見し
た。中でも、中国には古くから存在する裁判
小説というジャンルが、日本では近世前期
（17 世紀～18 世紀前期）に中国のテクスト
の翻訳・翻案を通じて初めて出現し、その中
に中国の種本にも前後の時代の日本の文芸
にも見られない、多様な民事裁判に関する記
述が頻出することは、民事裁判の基盤の解明
という観点から、注目すべきことに思われた。
日本法制史の分野では、近世の裁判に関する
研究は多く存在するが、その大半が幕府の法
整備が進んだ近世中期以降に関するもので、
近世前期の裁判については研究が遅れてお
り、また裁判制度の骨格を明らかにするのみ
ならず、これを支える意識や社会構造の問題
にまで視野を広げた研究はほとんど存在し
ないという状況もあった。よって、日中のテ
クストの比較分析を手掛りに、これらの裁判
小説を生み出した近世前期の上方都市の社
会構造と民事裁判の関係を探究する、という
本研究課題を設定するに至ったのである。

２．研究の目的

本研究は、法を支える基盤となる社会構造
と文学の関係という普遍的な問題を探究す
る一環として、近世前期の日本において、裁
判小説というジャンルが、中国のテクストの
翻訳・翻案を通じて初めて出現し、その中に
中国の種本にも前後の日本の文芸にも見ら
れない、民事裁判に対する強い関心が現れる
ことに着目した。そして、刑事裁判が圧倒的
多数を占める中国のテクストの翻訳・翻案を
契機として成立したにもかかわらず、近世前
期の裁判小説の中に、なぜ民事裁判に対する
強い関心が短期間のみ現れるのか、という問
いの答えを、これらの舞台であり、その担い
手をも輩出した、上方都市の社会構造の中に
探ることを目指した。

この目的を達成するために、申請時には、
研究期間内に以下の点を明らかにすること
を企図した。

第一に、近世前期の裁判小説とこれに対応
する中国のテクストを、特に民事裁判関係の
記述の相違に着目しつつ比較分析し、裁判に
対する意識や社会における裁判の位置づけ
に関する日中間の相違を解明する。

第二に、こうした裁判小説の背景となった
上方都市（特に京都・大坂）の社会構造、と
りわけ民事裁判と深い関わりを持つ、都市を
めぐる経済・流通の構造や、文芸の担い手で
ある町人の意識と社会的役割を、両都市間の
相違や関係にも注意しつつ解明する。

第三に、中国側については、テクストの舞
台も担い手の出身地も都市に限られないた
め、都市全般について考察することはせず、
当該テクストの背後に窺える明代の都市と
農村の関係や、テクストの担い手たる読書人
の意識や社会的役割について解明し、これを
日本のケースと比較する。

最後に、近世前期の裁判小説に表れた民事
裁判をめぐる意識の特徴と、多様な史料分析
と日中比較から明らかになった上方都市の
社会構造の関係について考察する。

３．研究の方法

（1）テクストの比較分析
本研究を遂行する上で中心となる手法は、

日中の一次史料の比較分析である。
具体的には、第一に、民事裁判に関する記

述の相違に特に留意しつつ、近世前期の日本
の裁判小説と、その種本となった中国のテク
スト（公案小説といわれる裁判小説や裁判・
捜査の手引書等）とを比較分析し、そこから
窺われる社会構造の相違を明らかにするこ
とを試みた。これらのテクストについては、
日中いずれの側にも、本文が僅かに異なる類
話や同一のタイトルの異本が多く存在する
が、まさにその間の文言の異同が、テクスト
を生み出した社会構造のあり方やその変化
を解明する鍵になる。例えば、裁判小説にお
ける裁判官の言葉遣いや盗品の流通経路の
相違は、当時の人々の裁判官に対する見方や
経済・流通構造の相違、それと関わる裁判の
あり方の相違や変化等を表していると考え
られるからである。よって、タイトルが重複
するものも含む一連のテクスト群を網羅的
に収集、検討した。未公刊の史料も少なくな
かったため、実際に写本や版本の所在地（国
立公文書館内閣文庫・東京大学法学部法制史
資料室等）を訪ねての調査も行った。

第二に、上方都市の社会構造についていっ
そう深く多面的に解明するために、これに関
する法制・経済関係史料を分析した。近年の
都市史研究の発展を受けて、これらについて
は関連の二次文献も多く見られたため、その
収集と検討にも努めた。第一の文芸史料の分
析の結果、民事裁判と地縁的共同体との結び
つきが強いという見通しを得ていたため、法
制・経済関係史料の分析に際しては、この地
縁的共同体の役割に特に注目した。

中国側については、テクストの舞台となる
場所や時代が広範囲に及ぶため、各事例に即
して関連史料を探し、分析するという形をと
ったが、ある程度まとまった形で残っている
宋代の判決集の分析が、中国の公案小説や裁
判・捜査の手引書の特徴を明らかにするため
の比較の対象として、とりわけ有効であった。



（2）視角・仮説の精緻化
テクストの分析と並行して、分析を進める

際に用いる視角・仮説の精緻化にも努めた。
このためには、テクスト分析の結果をフィー
ドバックして修正をはかることが不可欠で
あるが、同時に、より理論的な次元での検証
も必要である。

例えば、理論的な水準の高い西洋の歴史
学・文学・古典学等の研究から学ぶことや、
分野に拘らず先端的な関心を持った国内外
の研究者との意見交換を行うことは、視角や
仮説を、普遍的で洗練されたものにすると考
えられる。よって、こうした二次文献を収
集・参照すると共に、国内および海外の法
学・歴史学・政治学等の研究者と、研究会や
読書会、あるいはメール等を通じた学問的交
流を続け、隣接分野の研究状況や手法に学び、
自己の視角や仮説、手法を練り上げることを
試みた。

（3）総括的議論の構築
上記のように、理論的な検証を経た視角や

作業仮説をもってテクスト分析を進める一
方、テクスト分析の結果をもとに視角や仮説
を修正してゆく、という往復運動を繰り返し
ながら、３年目には、多様なテクストの分析
結果を総括する議論の構築に取り組んだ。そ
して、その一部を研究会で報告し、そこでの
批判や意見を受けて修正・補足を行うととも
に、細かい点に関する文献の追加収集・分析
による議論の補強にも努めた。最終成果は、
後述の共著論文（５．〔図書〕①）の形にま
とめ上げており、近日中に公刊されることが
既に決定している。

４．研究成果

（1）主な成果
①「民事裁判」と地縁的コミュニティー

本研究の成果の第一は、近世前期の日本、
とりわけ上方の都市を対象として、民事裁判
と地縁的コミュニティーとの連関を実証的
に解明するとともに、日中のテクストの比較
分析を通して、両国の地域社会の構成のあり
方の相違や、裁判に対する見方の相違を具体
的に明らかにしたことである。

前近代の中国や日本の裁判については、刑
事と民事を現在のような形で区別すること
はできないが、相続・婚姻・不動産・消費貸
借などをめぐる裁判の事案を仮に「民事裁
判」と呼ぶとすると、前近代の中国において
現実にそれが決して珍しくなかったことは、
宋代の判決集『名公書判清明集』に多数の「民
事裁判」の事例が見られることからも明らか
である。しかし、特に裁判を担当する官僚の
視点からは、「民事裁判」は刑事裁判に比べ
て重要性が低いと見られており、官僚やこれ

を志望する者達から成る読書人層の主たる
関心の対象とはならなかったと考えられる。
そのため、読書人層を対象とする中国の裁
判・捜査の手引書や公案小説とよばれる名裁
判小説において扱われるのは圧倒的に刑事
裁判であり、「民事裁判」はほとんど含まれ
ていなかった。

しかし、近世前期に京都・大坂などの上方
都市で成立した裁判小説は、こうした中国の
裁判・捜査の手引書である『棠陰比事』や公
案小説の翻訳・翻案を通じて生まれたにもか
かわらず、「民事裁判」例を全体の半数近く
も含んでいるのである。但し、この点を直ち
に「日本的」特徴と位置づけることはできな
い。なぜなら、近世後期（18 世紀後期以降）
になると、裁判小説は刊行され続けるものの、
作品中の「民事裁判」例は激減し、中国の種
本と同様、刑事裁判が圧倒的多数を占めるよ
うになるからである。

すなわち、「民事裁判」例の多さは近世前
期の裁判小説に特徴的な現象といえるが、近
世前期の裁判小説には、これ以外にも、中国
の種本や近世後期の裁判小説との顕著な相
違が見られる。それが、当事者を取り巻くコ
ミュニティー、中でも町人の地縁的・自治的
共同体である「町」に関する言及が目立つと
いうことである。

むろん、中国の種本や近世後期の裁判小説
においても、親族や近隣の者といった、当事
者の周囲のコミュニティーへの言及が見ら
れないわけではない。しかし、例えば『棠陰
比事』においては特に地縁的コミュニティー
が現れることは稀である。ただその稀な例が
僅かな「民事裁判」例と重なっていることは、
「民事裁判」と一定の条件を持った地縁的コ
ミュニティーの繋がりを示唆するものとし
て注目に値する。一方、近世後期の裁判小説
は、江戸を舞台とするものが多く、その町人
社会も「町」によって構成されていたにもか
かわらず、「町」への言及はほとんど見られ
ない。

これに対し、近世前期の裁判小説には、「町
の者」、「町内」、町運営の主体で家屋敷所有
者からなる「町中」、町の代表者を示す「町
年寄」などの語が頻出し、しかもいずれのテ
クストにおいても刑事裁判よりも「民事裁
判」の事例の中に高い比率で現れる。よって、
近世前期の裁判小説に特有の「民事裁判」へ
の強い関心は、当時の町人達の、「町」をめ
ぐる意識構造と深い関わりがあるというこ
とがいえるのである。

②「町」をめぐる意識構造
本研究の成果の第二は、この近世前期の

「町」をめぐる意識構造について、主に近世
前期のテクスト同士の丹念な比較分析を通
じて、精緻かつ多面的に解明し、権力と町人



の間の複雑な関係や町人間の関係を浮き彫
りにしたことである。

「町」と「民事裁判」についての記述を多
く含み、この問題に最大の手掛りを与えるテ
クストは、元禄 2 年（1689）に刊行された裁
判小説の嚆矢である井原西鶴の『本朝桜陰比
事』であると思われる。この中に見える「町」
に関する記述を、本書に影響を与えた、京都
所司代板倉勝重・重宗父子の裁判記録とされ
る『板倉政要』や、逆に 18 世紀初頭に本書
に倣って作られた裁判小説『本朝藤陰比
事』・『鎌倉比事』等における「町」関連の記
述と比較することにより、「町」にも様々な
側面があり、そのどの面が強く現れるかが時
期によって変化してゆくことも明らかにな
った。
「町」は元来権力に対抗する町人間の自発

的・自治的共同体という面を持っていたが、
これを幕府が支配に利用することによって、
支配機構の一部という面も兼ね備えるよう
になり、この両面の間の関係やバランスの変
化が、「町」と裁判官の関係や裁判のあり方、
構成員の経済活動に対する「町」の信用供与
機能等に影響を及ぼしているといえる。そし
て、裁判の場において、この「町」の前者の
面を生かすあり方、すなわちその構成員同士
が自発的に相互扶助的に働くようなあり方
を最大限尊重しようとしたのが井原西鶴の
『本朝桜陰比事』であり、西鶴はそうした
「町」の機能を手助けする裁判官を名裁判官
と評価した。ここに描かれたような町人間の
関係や町人と裁判官の関係は、現実には容易
に成立し難いが、西鶴の中では、それには現
実のモデルがあったと思われる。それが、当
時、庶民の文芸として流行した連句（俳諧の
連歌）を通じて築かれる関係である。

③民事裁判と「町」の基盤──連句の意義
本研究の第三の成果は、近世前期に上方か

ら全国へと広まっていた、この連句が、当時
の上方町人社会に見られる「民事裁判」への
強い関心と、これと結び付いた「町」の機能
を支える意識の形成に関わっていたことを
明らかにしたことである。この点は、本研究
の成果の中でも、最も独創的なものである。

西鶴が、延宝期（1673～81）から天和期
（1681～84）にかけて一世を風靡した談林派
の俳人であったことはよく知られているが、
「民事裁判」と「町」に強い関心を示す他の
裁判小説の作者も、いずれも俳人である。『本
朝桜陰比事』に、縁語の使用などの表面的な
レヴェルにおいて俳諧の影響が見られるこ
とや、談林派の俳人の連句においては、「公
事」や「訴訟」といった裁判関連の用語と「町
中」をはじめとする「町」関連の用語がしば
しば縁語として結びつけて使われているこ
とも軽視し得ない。但し、それ以上に注目に

値すると考えられるのが、付合の文芸として
の連句の性質、及びそれにより形成される座
の構造である。

連衆と呼ばれる複数の人々が互いに句を
付け合って一つの文芸を作り上げる連句は、
皆が基本的に平等の立場に立った上で、他人
の句を生かすことによって初めて自らの句
も生かすことができるという形の協調関係
を生み出す要素を持っているといえる。もっ
とも、相手の個性を尊重しつつも自ら新たな
境地を開き、全体としての調和も保つ、とい
う関係を構築するのは容易ではなく、これが
可能になるか否かは、座の取り仕切りを任さ
れた宗匠の能力に負うところも大きい。宗匠
は、付けあぐねている連衆に適切な示唆を与
えたり、提案された付句の採否を決めたり、
といった「捌き」により連衆を導くことが期
待されているが、超越的な観点から一定の方
向に強引に導くのではなく、連衆の個性と主
体性を尊重しつつも全体のバランスをとる
ように捌くのが理想的とされる。この理想的
な宗匠のイメージは、西鶴が『本朝桜陰比事』
で描き出した名裁判官の姿に類似する。西鶴
の描き出す名裁判官は、町人ではないが「町」
のような町人のコミュニティーを尊重し、
様々な示唆を与えてなるべく町人自身に考
えさせ、名裁きによって彼らを助ける点で、
優れた宗匠のような役割を果たしているか
らである。

連句と「町」と「民事裁判」が構造的な結
び付きを持っていることは、18 世紀半ば以降、
裁判小説において「民事裁判」への関心が急
速に衰えるのに先立って、前二者が大きな変
容を見せるという事実によって、裏からも示
される。付句一句の独立性を重んじる新しい
蕉風の傾向が付合を困難にしたこともあり、
元禄（1688～1704）中期から享保期（1716～
36）にかけて連句は急速に解体へと向かうが、
これとほぼ同時期に、「町」が最も早く発達
した京都では、同業者仲間の結成や町を超え
て活躍する大商人の出現などが見られ、町人
の経済活動等における「町」の役割が低下し
てゆくのである。

（2）成果の位置づけとインパクト
①テーマの普遍性と重要性

本研究の成果の意義は、第一に、歴史的な
事例を多様な史料を用いて多角的に分析す
ることによって、近世前期の日本や明代を中
心とする中国の裁判、地域社会、文芸等につ
いての具体的な認識を深化させ、さらにそれ
を通じて、民事裁判の基盤という、法学の根
幹に関わる普遍的問題の解明の手掛りをも
もたらしたことにある。民事紛争を裁判の形
で解決する社会は歴史的には必ずしも多く
なく、民事裁判の基盤は複雑で、その解明は
決して容易でないと考えられる。本研究は、



主に民事裁判を支える人々の意識という観
点から、この難題に迫り、精密なテクスト分
析に裏付けられた実証的成果を上げており、
国内外の法学研究全般に大きな刺戟を与え
るものといえる。

②本格的な日中比較の意義
法制史の分野でも実定法学の分野でも、成

文法のレヴェルにおける比較法研究は少な
からず見られるが、本研究はそれらとは一線
を画し、法文化の受容にまで視野を広げた上
で、さらにその背後の社会構造のレヴェルの
考察に踏み込んだ日中比較を行った。そのた
め、従来の研究に時に見受けられる皮相な沿
革史や制度の異同の指摘を越えて、日中双方
の裁判の機能の仕方や裁判に対する人々の
意識の相違はもちろん、その相違の背景まで
詳細に解明することが可能になった。近世日
本の家族・親族制度がいわゆる伝統中国のそ
れと大きく異なることはよく知られている
が、本研究は、地縁的コミュニティーとそれ
についての意識も日中で非常に異なってお
り、その相違が「民事裁判」に対する関心の
相違と関わっていることを突き止めた。また、
地縁的コミュニティーや裁判をめぐる意識
と文芸のあり方に深い関わりがあることも
明らかにした。このように、従来の研究には
ない立体感をもって日中の相違を浮き彫り
にした本研究の成果は、狭義の日本法制史に
とどまらず、日中の法学・歴史学・文学のい
ずれに関する研究をも活性化する意義を持
つといえる。

③手法・成果の独創性
本研究は、法制史や政治史の分野ではこれ

までほとんど利用されて来なかった文学史
料を取り上げ、そのヴァージョンの相違に着
目しつつ関連するテクスト群を網羅的かつ
精緻に分析するという手法をとった。これは
すぐれて独創的な手法であり、平安期の漢詩
や物語の分析を通して法と文学の関係を追
究してきた研究代表者の個性を最大限に活
かした特色ともいえる。

法や政治の問題を考察する上で、その基盤
となる思想の解明は不可欠であるが、日本の
前近代については、直接的に政治思想を説く
史料が少なく、近世の限られた思想家の著作
に関する研究等を除くと、思想史研究は立ち
遅れている。しかし、いわゆる文学史料は相
対的に豊富に残っており、本研究ではこれに
ついて表面的なレヴェルに止まらない分析
を試みたことにより、法制史料には現れない、
被治者を含む人々の法や裁判に対する意識
とその通時的な変化を明らかにすることが
できた。一般に文学史料はバイアスが大きい
と見られているが、一連の裁判小説の通時的
比較や中国の種本との比較を行い、さらに法

制史料をはじめとする異質な史料の分析と
組み合わせ、そのバイアスを精密に測定し、
それをむしろ重要な手掛りとしたために、斬
新かつ堅固な実証的成果を上げることが可
能になったのである。

米国をはじめ西洋においては、いわゆる
「法と文学」研究は盛んであるが、文学史料
をここまで本格的に分析することはほとん
ど行われておらず、こうした手法は歴史学の
分野でも稀にしか見られない。よって、本研
究は、具体的な歴史認識の面でも方法論の面
でも、新たな一歩を進めるものであり、国内
のみならず国外の研究に対しても、広くイン
パクトを与えるものと考えられる。

（3）今後の展望
本研究の中で、「民事裁判」が町人の地縁

的共同体である「町」と強い結び付きを持っ
ていること、及び近世前期の「町」には、支
配権力に対抗する町人間の横の連帯という
面と、支配機構の一部という面の双方が見ら
れることが明らかになった。このような「町」
の持つ二面性は、町人社会と支配権力との複
雑な関係とその変化を表しているが、そうし
た両者の関係は、裁判小説ばかりでなく、こ
れにやや遅れて上方で人気を博した近松門
左衛門の浄瑠璃の中に、いっそう鮮明に表れ
ていることも分かった。既に着手している近
松の作品の分析からは、町人間の連帯を支え
ていた「町」や同業者仲間が、次第に深く支
配機構に組み込まれてゆくとともに、その内
部での統制を強め、そこから逸脱しようとす
る構成員個人を追い詰めてゆく様相とそれ
に対する強い抵抗が読み取れる。しかも、そ
れが朝幕関係や国際関係にも繋がる、大きな
文脈の中で捉えられているために、社会構造
全体のダイナミックな変化を窺うことがで
きるのである。

このような見通しのもとに、今後は、引き
続き近世前期を対象とし、主に近松の作品及
びその関連史料の分析を試みる。そして、こ
れを手掛りに、徳川幕府の支配体制が確立し
てゆく中で、その動きとの間に鋭い緊張を孕
みつつ自由を求めて外に目を向け閉塞感の
打破を図ろうとした、町人達の意識構造を、
当時の国際関係とも関連付けつつ解明する
ことに取り組む予定である。
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